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『入会・継続確認』の際には予定会員数での申し込みとなります。確定した会員数については、5月31日までに
『加入会員数等報告』にてあらためてご報告、および年会費総額のご送金をお願いします。

（PTA加入世帯数+PTA加入教職員数）×100円
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神奈川県 PTA協議会 安全互助会 概要

1

安全互助会ホームページより『入会・継続確認』を選択し、表示される入力フォームに必要事項を
ご記入の上、送信ボタンを押してご回答ください。
（安全互助会ホームページ：https://www.pta-kanagawa.com/anzen/）
または、『入会申込書 兼 確認書』の用紙に必要事項をご記入の上、県 P安全互助会事務局へ FAXまたは
メールにてご提出ください。（FAX：045-326-6107　メール：office@pta-kanagawa.gr.jp）

５月１日以降、会員数が確定しましたら、安全互助会ホームページより『加入会員数等報告』を選択し、表示
される入力フォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してご回答ください。または、『加入会員数等
報告書』の用紙に必要事項をご記入の上、県P安全互助会事務局へFAXまたはメールにてご提出ください。
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③のお手続き
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1. 事故が発生したら直ちに PTA会長へ報告し、県 P安全互助会へ事故の報告をしてください。
保険金請求手続きの詳細は、P.4 の『保険金、見舞金請求から受け取りまでの流れ』をご覧ください。
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宛先：

被災者本人のご自宅へ保険金請求に必要となる以下の書類が届きます。

（1）保険金請求書 兼 同意書 等
（2）医師が記入した診断書（ケガでの保険金支払額が 10 万円以上の場合）
（3）示談書（賠償責任保険請求の場合）
（4）同意書
（5）その他、本会が必要と認める書類

〒220-0053 横浜市西区藤棚町 2-197 神奈川県教育会館内
神奈川県 PTA協議会 安全互助会 事務局
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【手続きについてのお問い合わせ先】

神奈川県PTA協議会 安全互助会
tel：045-326-6103　e-mail：office@pta-kanagawa.gr.jp


